
実施している都道府県市：６７都道府県市

チャレンジ雇用（注）実施している都道府県市：１９府県市

自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 身体障がい者の道の職員としての雇用 昭和56年度
身体障がい者を対象とした職員採用試験を実施し道職員として採用（試験区分：一般事務、教育事務、警察事
務）

○

身
知
精
発

道の臨時職員としての雇用 平成18年度
道の職場で臨時職員として雇用。
仕事の内容は文書の収発、リサイクル資源の整理、データの入力作業等。
受入実人数：33名（平成24年3月末現在：身3、知18、精10、発達等2）

○

身
知
精
発

職場実習の受入 平成18年度

障がい者への就労支援の充実を図るため、道の職場に職場実習生として障がい者を受入れ、就業体験の機会
を提供することにより、一般就労を希望する障がい者の社会人としてのマナーや教養及び職業能力の向上を支
援するとともに、道民の障がい者雇用に対する関心と理解を深めることを目的としている。
受入実人数：101名（平成24年3月末現在：身10､知18、精42、発達等31）

○ 身 身体障害者の県の職員としての採用 平成9年度
知事部局の一般事務職として、身体障害者を別枠で採用している。仕事内容・勤務形態は他の一般事務職及び
教育事務職と同じ。（平成24年度：1人）

○ 知 知的障害者の県の臨時職員としての雇用 平成21年度
商工労働部労政・能力開発課において知的障害のある者を臨時職員として雇用している。仕事内容は、パソコ
ン入力や文書の収受・発送等。（平成24年度：1人）

○ 身
青森県公立学校教員採用候補者選考試験「身体
障害者特別選考」を実施

平成18年度 教諭又は養護教諭としての業務に従事。（平成19年度～平成24年度採用実績計4名）

○
身
知
精

国の震災等緊急雇用対応事業の活用により、県
立学校等における非常勤職員として就労する場
を提供し、障害者の就労を支援する

平成24年度

県教育庁の出先機関、県立高等学校及び県立特別支援学校において、非常勤職員として雇用。業務内容は環
境整備や作業学習補助など。国の震災等緊急雇用対応事業の活用であり、障害者かつ東日本大震災による被
災求職者を優先的に雇用している。障害者の就職や職場定着の課題である対人関係を身につける場を提供
し、障害者が社会参加することへの自信に繋げ、一般企業等への就労を段階的に支援することを目的としてい
る。
（身体障害者4名、知的障害者3名、精神障害者8名、計15名採用）

◎
知
精

障がい者職場実習・チャレンジ雇用推進事業 平成23年度

岩手県庁内において、障がい者の職場実習を行い、実習終了後には、県の非常勤職員等として任用し、更なる
実務経験を積むことにより、民間企業における障がい者の就労促進と、障がい者雇用に関する理解の促進を図
ることを目的とする。
仕事内容 ： 事務補助(コピー、シュレッダー作業、封筒仕分け、ラベル貼り、書類整理、パソコンデータ入力等)
勤務形態 ： 月～金曜日 週５日、29時間勤務
受入状況 ：H23.12.1～採用 ２人、 H23.12.14～採用 １人、H24.9.1～採用 １人
障がい種別 ： 知的、精神障がい等

○ 知 特別支援学校生徒職場実習受入事業 平成19年度
県が特別支援学校の生徒（知的障害児）を職場実習生として受け入れ、就業体験の機会を提供し、就業に向け
た技術の習得を支援（仕事内容：書類発送準備、コピー再生紙整理、会議等受付補助など）
受入人数 県庁・盛岡合庁 ８人（前期５人、後期３人）

公務部門における障害者の雇用・実習受入状況について（平成24年度）

北海道

青森県

岩手県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○
知
精

障害者ビジネスアシスタント事業 平成18年度
知的障害者及び高次脳機能障害者を職場実習生として受け入れ、就業体験の機会を提供するとともに、就業に
向けた技術の習得を支援。（知的障害者2名、精神障害者1名受け入れ。今後の受入見込みは2名。）

○ 身
身体障害者を対象とした宮城県職員採用選考考
査

昭和63年度
(平成元年度採
用分)

宮城県本庁各課又は地方機関、宮城県内の公立学校（小学校、中学校、高等学校等）、宮城県教育委員会本
庁各課及び地方機関等に勤務し、行政事務に従事。

秋田県 ○ 身 身体障害者の県職員としての雇用 平成11年度
知事部局・教育委員会の一般事務職として、身体障害者を別枠で採用。他の一般事務職と同様に、行政事務及
び学校事務に従事。

○ 身 身体障がい者の教職員としての雇用 平成22年度 身体障がい者を対象とした職員採用試験を実施し県職員として採用（試験区分：行政）

○ 身 身体障がい者の教職員としての雇用 平成21年度 公立学校教員選考試験において「身体障がい者特別選考」を実施し教員として採用

○ 身 身体障がい者の県職員としての雇用 平成21年度 身体障がい者を対象とした職員採用試験を実施し県職員として採用（試験区分：警察行政）

○
身
知
精

障がい者の嘱託職員としての雇用 平成21年度 トライアルとしての知事部局における一般行政事務等補助(任用形態は嘱託職員)

○ 知 知的障がい者の嘱託職員としての雇用 平成24年度 知的障がい者を対象として長期雇用を前提とした選考試験を実施（任用形態は嘱託職員）

◎ 知 特別支援学校ステップアップ雇用事業 平成20年度
重度障がいのある特別支援学校の卒業生や卒業予定者を特別支援学校で雇用し、働く意欲をより一層高め、
学校以外に就労（ステップアップ）できるように支援する。

○ 身
教師のゆとり創造・県立高等学校校務補助員配
置事業

平成22年度 県立高等学校に身体障がい者を雇用し、印刷業務や校内の整備等教職員の補助的な業務をサポートする。

○ 身 身体障がい者の県の職員としての雇用 平成10年度
知事部局・教育庁の一般事務職として、身体障がい者を別枠で採用。仕事内容・勤務形態は他の一般事務職と
同じ

○ 身 身体障がい者の県の職員としての雇用 平成10年度
知事部局・教育庁の一般事務職として、身体障がい者を別枠で採用。仕事内容・勤務形態は他の一般事務職と
同じ

○
身
知

身体障害者及び知的障がい者の県の嘱託職員
としての雇用

平成23年度
特別支援学校で嘱託職員として雇用。仕事内容は身体障がい者については資料作成、印刷、丁合等の事務補
助、知的障がい者については屋内清掃等。（身体障がい者7名、知的障がい者4名採用）

○ 身 身体障がい者の警察職員としての雇用 平成10年度
平成18年度及び平成23年度に警察職員として身体障害者（各１名ずつ）を別枠で採用し、現在も雇用を継続し
ている。仕事内容、勤務形態は、他の警察事務職員と同じである。

宮城県

山形県

福島県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 （身体障害者の）県の職員としての雇用 昭和56年度

知事部局の本庁又は出先機関で一般事務に従事（原則として週38時間45分、１日7時間45分）している。
（参考）受験資格
・自力により通勤でき、かつ、介護者なしに事務職としての職務遂行が可能な人
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から6級までの人など
（身体障害者：知事部局4名採用）※平成25年度採用予定数

◎ 知
（知的障害者）県庁／いばらきステップアップオ
フィスの非常勤嘱託職員としの雇用

平成22年度
(前身の事業は
平成20年度か

ら)

知的障害者の従事者が少ない事務分野で県が率先して雇用するため、県庁内に障害者自立支援法に基づく就
労継続支援事業所（Ａ型）として同オフィスを設置し、知的障害者の公的雇用を拡大した。また、この県庁での勤
務経験を活かし、民間企業等への本格就労を目指して支援を行う。（職業指導員と生活支援員を配置）
業務の内容としては、ＰＣ入力、文書発送、イベントや会議の手伝いなどの事務補助で、庁内各課からの依頼業
務を中心に担当している。
・業務形態・・・29時間／週
・現勤務者・・・5名

○ 身 （身体障害者の）県嘱託職員としての雇用 平成22年度

知事部局の総務事務センターにおいて総務事務の審査等に従事（週31時間または29時間、週4日または5日）し
ている。
・採用人数9名
・現勤務者9名(再任用1名、嘱託職員8名）
・業務形・・・３１時間/週(再任用）、29時間/週(嘱託）

○ 精 （精神障害者の）県嘱託職員としての雇用 平成24年度

知事部局の総務事務センターにおいて総務事務の審査等に従事（週29時間、週5日）している。
・採用人数１名
・現勤務者１名
・業務形・・・29時間/週

○ 知 （知的障害者の）県嘱託職員ととしての雇用 平成22年度

知事部局の総務事務センターにおいて、文書発送、運搬、書類整理等に従事（週29時間、週4日または5日）して
いる。
・採用人数1名（知的障害者）
・現勤務者1名
・業務形・・・29時間/週

茨城県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 知 （知的障害者）職場実習 平成18年度

平成18年度から知事部局で知的障害者を実習生として受け入れており、社会参加及び就労促進を図るととも
に、職員の知的障害者に関する理解を深め受入環境の整備を図ること及び県民の知的障害者の就労に対する
理解を深めることなどを目的としている。仕事内容は、文書発送、不用文書廃棄等の整理、資料のコピーなどの
事務補助に関するもの。

○ 身 （身体障害者）職場実習 平成20年度
障害者の社会参加及び就労促進を図るとともに、職員の身体障害者に関する理解を深めることや県民の身体
障害者の就労に対する理解を深めることなどを目的としている。仕事内容は、不要文書廃棄等の整理、資料の
コピーなどの事務補助に関するもの。

○
身
知

（身体障害者・知的障害者）職場実習・職場体験
学習

平成18年度

平成18年度から教育委員会事務局で特別支援学校の障害のある生徒を職場実習生として受け入れており、障
害者の社会参加及び就労促進を図るとともに、職員の障害者に関する理解を深めることや県民の障害者の就
労に対する理解を深めることなどを目的としている。仕事内容は、文書発送、不用文書廃棄等の整理、資料のコ
ピーなどの事務補助に関するもの。
なお、実習の一環として平成19年度から、自分に合った仕事を見つけるために様々な職場で仕事を体験すると
いう趣旨の職場体験学習を受け入れている。
※平成23年度の実績（1カ所の所属で受入れ）職場体験学習受入人数：1名、実習日数：5日間（9：30～15：30）

○ 身 身体障害者の県職員としての雇用

昭和56年度
(小中学校事務
職員は平成20年
度から)

身体障害者を対象とした県職員（知事部局等で一般事務に従事する職員）・小中学校事務職員選考考査を実施
している。
※平成23年度の実績（H24.4.1採用） 県職員 3名、小中学校事務職員 0名

○ 身 身体障害者の教員としての雇用 平成14年度
身体障害者を対象とした教員選考試験を実施している。
※平成23年度の実績（H24.4.1採用） 教員 0名

○
身
知
精

県立学校等の臨時的任用職員として障害者を雇
用

平成24年度
仕事内容 事務補助（データ入力等）、環境整備補助（校舎等内外清掃等）
勤務形態 週30時間、パート職員
雇用人数 1年間(H24.4-H25.3)：15人、6ヶ月(H24.10-H25.3)：15人

○ 身 身体障害者の教員としての採用 平成19年度
群馬県公立学校教員採用選考において身体障害者特別選考を実施している。
※平成23年度の実績（H24.4.1採用)1名

○
身
知

特別支援学校高等部生徒の就業体験実習受入 平成22年度
県教員委員会において、特別支援学校高等部生徒の就業体験実習を受入れ、行政事務又は庁舎内の軽作業
を実習することにより、望ましい職業観・勤労観を育成するとともに、職業的に自立する能力を高める。

群馬県

栃木県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 身体障害者の県職員としての雇用 昭和53年度
身体障害者を対象とした埼玉県職員選考を実施。
仕事内容及び勤務形態は一般職員と同様

○

身
知
精
発

障害者の職場実習

平成20年度
前身の制度
は昭和62
年度から

障害者を対象とした実習を実施するもの。
実習内容は、新聞コピーの切り取り、ゴム印押印、インデックス貼り、シュレッダー、コピー用紙補充、
簡易なPC作業など。
実習期間は2週間程度、１日あたり3～4時間。

○ 知 知的障害者雇用推進モデル事業 平成20年度
上記の障害者の職場実習において、能力の実証ができた知的障害者を期間限定で臨時職員として採用する。
民間企業への就労に向けて、勤務実績や経験を積む機会を提供するもの。

○
身
知
精

障害者の臨時職員採用 平成23年度
障害者を事務補助の臨時職員として採用するもの。公募にあたり障害の区分は設けず、各障害者手帳保持者
を対象としている。勤務条件等は採用所属により異なる。次年度以降の実施については、調整中である。

○
身
知
精

障害者の非常勤職員採用（病院局） 平成24年度
障害者を屋外清掃等の軽作業に従事する非常勤職員として採用するもの。公募に当たり障害の区分は設け
ず、各障害者手帳保持者を対象としている。勤務条件等は採用所属により異なる。

○ 身
身体障害者の県の正規職員としての雇用

昭和56年度
身体障害者を対象とした選考考査（一般事務、臨床検査技師、薬剤師等）を実施している。（平成24年度採用3
名）

○
知
精

知的障害者等の県の嘱託職員としての雇用
平成16年度

知的障害等のある者を県庁の本庁で4名、嘱託職員として雇用（6月中に新たに1名雇用）。業務内容は、日常事
務処理など。

○
知
精

都庁内における障害者オフィス体験実習（産業労
働局雇用就業部就業推進課）

平成14年度
障害者就業・生活支援センター事業の登録者を対象に、産業労働局において、オフィス作業や職場内のコミュニ
ケーションを体験させ、就職を支援する。

○
知
精

雇用にチャレンジ事業（福祉保健局障害者施策
推進部自立生活支援課・産業労働局雇用就業部
就業推進課）

平成20年度
区市町村障害者就労支援事業及び障害者就業・生活支援センター事業の登録者である知的障害者、精神障
害者を臨時職員（一般事務補助）として雇用し、一般就労へのステップとする。

○ 知 知的障害者の県の非常勤職員としての雇用 平成5年度
県の福祉施設で知的障害のある者を非常勤職員として雇用。仕事内容は、洗濯業務、庁舎業務、清掃業務等。
必要に応じて専任指導員（非常勤職員）を設置。

○ 身 身体障害者の県の常勤職員としての採用 昭和55年度
県の本庁機関や出先事務所で身体障害者を常勤職員として採用。仕事内容は、一般事務、電話交換等。必要
に応じてアシスタントワーカー、拡大読書機等の機器類の設置等により支援。

○ 知 業務委託を通じた知的障害者の間接雇用 平成19年度
県の文書課で、県庁舎内の文書集配業務や印刷業務等の一部を知的障害者の雇用を促進する特定非営利活
動法人（ＮＰＯ）へ委託し、知的障害者の間接雇用を図り、就労に向けた実習の場の提供をしている。

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

新潟県 ○ 身 身体障害者の採用 平成元年度

身体障害者を対象とした職員採用選考考査を実施し、職員として採用。一般事務職として本庁各課又は地域機
関等で行政事務に従事している。平成24年度採用 2名
また、身体障害者を一般職の非常勤職員として採用。地域振興局で事務補助業務に従事している。平成24年4
月1日採用 5名

○

身
知
精
発

特別支援学校高等部生徒を対象とした職場体験
の受入れ

平成18年度
特別支援学校の高等部生徒に社会と仕事に対する理解を深めてもらうことを目的として、平成18年度から特別
支援学校高等部生徒を対象として、県庁や県機関での職場体験を実施している。

○ 身
教員採用選考検査における「身体障害者特別選
考」制度の導入等

平成18年度
教員採用選考検査において身体障害者の特別選考制度を導入しているほか、一般選考で障害者が受検する場
合にも不利にならないよう、手話通訳者の配置や筆談による面接の実施、一般体育実技免除などについて受検
生の状況を参考にし配慮を行っている。

○ 知 特別支援学校等における知的障害者の雇用 平成20年度
特別支援学校等において、知的障害者を事務職員又は現業職員の補助職員（非常勤）として雇用している。（最
長３年間）

○ 身 身体障害者の県職員としての採用 平成22年度
身体障害者を対象とした職員採用試験を実施。
仕事内容、勤務形態は他の一般職員と同様。

○ 身 身体障害者の嘱託職員としての雇用 平成24年度
身体障害者を事務補助として嘱託雇用している。
勤務条件は配属所属により異なる。

石川県 ○ 身 身体障害者の県の職員としての雇用 平成17年度
障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、石川県内の身体障害者の雇用の促進を図るため、知事
部局等の各課及び出先機関における一般行政事務職員として雇用している。

福井県 ○ 身 （身体障害者の）県職員としての雇用
平成17年度
（採用日18.4.1）

一般事務（知事部局、教育委員会等の各課および出先機関における一般事務に従事）
平成24年度新採用：身体障害者2名

富山県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 知
特別支援学校高等部生徒を対象とした職場体験
実習

平成20年度

特別支援学校の生徒を県教育委員会（事務局、県立施設、県立学校）で実習生として受入れ、就労に向けた職
場体験の機会を提供するとともに、教育委員会職員の障害者就労に対する理解を深め、県教育委員会におけ
る障害者雇用の促進を図る
平成22年度からは所属を限定せず、特別支援学校の要請があれば随時受け入れる体制としている。
・実習内容教育委員会事務局各課等における事務補助・業務補助
・実習形態実習生の障害の程度により考慮
・（障害種別）受入人数等
障害種別：知的障害、発達障害等受入人数：若干名

○ 知 障害者チャレンジ雇用 平成23年度

・仕事内容教育委員会事務局・特別支援学校事務室における事務補助・業務補助
・勤務形態非常勤嘱託
・支援内容職場適応援助者、障害者就業・生活支援センターと連携し、支援を行う。
・（障害種別）採用、受入人数等
障害種別：知的障害、発達障害等受入人数：若干名

○ 身 身体障害者の県の職員としての雇用 昭和57年度
県庁の各課、現地機関で身体障害者を雇用。仕事の内容は行政全般に関する企画立案、調査、連絡調整、相
談業務等。（身体障害者1名採用）

○ 知 (知的障害者）清掃作業及び緑化管理 平成14年度

県庁、現地機関の合同庁舎で、清掃作業を通じて障害者の社会参加を支援することを目的に廊下のモップが
け、県民ホールの机イスの雑巾がけ、プランターの水やり・花の入れ替え等の軽作業を、障害者授産施設が加
入し業務を共同受注しているセルプセンターに委託している。
作業は毎日3～6名で施設の職員の指導を受けながら実施している。

〇
知
身

（特別支援学校高等部生徒）職場体験学習 平成18年度
特別支援学校高等部生徒を教育委員会事務局で実習生として受け入れ、就労体験を通して、一般就労に必要
な知識や経験の習得を図る。仕事内容は、パソコンによるデータ入力、再利用封筒づくり、文書発送等の事務補
助。特別支援学校生徒の就労を支援するとともに、職員や来庁者の障害者理解を深める機会を提供する。

◎
知
精

（知的・精神障害者の）県の非常勤職員としての
雇用

平成19年度
知事部局の本庁及び現地機関（計5か所）で知的障害者及び精神障害者を非常勤職員として雇用。仕事の内容
は、事務補助及び軽作業等。また、嘱託職員1名を雇用し、職場定着支援及び一般就労に向けた能力開発支援
を実施。（H24年度：知的障害者1名、精神障害者4名を採用）

〇 知 特別支援学校における知的障害者雇用事業 平成21年度
特別支援学校において、知的障害者を純非常勤職員として雇用する。仕事内容は、校内管理、敷地内の植栽
の手入れ等の環境整備、図書の整理、図書目録作成のデータなどで、雇用初期には、雇用支援員が知的障害
者をサポートする。

○ 身 県職員としての雇用 -
職種を特に区別・限定せずに採用・配置されている
職場の周囲の職員が必要に応じたサポートを行っている

◎ 知 障がい者チャレンジ就業員設置事業 平成21年度
知的障がい者等を非常勤職員として雇用し、公的機関での業務経験を生かして一般企業への就職につなげる。
県庁労働雇用課で1～2名雇用し、仕事内容は文書の発送や資料整理等

山梨県

長野県

岐阜県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○

身
知
精
発

特別支援学校生徒の県庁内職場実習 平成15年度

特別支援学校生徒の卒業後の社会参加を目指すとともに、障害者就労に対する一層の理解・啓発を図るため、
県庁内各部局において職場実習を実施する。
実習内容は、冊子テープ貼り、冊子折り、封筒スタンプ押し、袋詰め、新聞記事スクラップ、ワード文書修正、電
卓での計算、エクセルデータ入力など、生徒の能力等に合わせて対応している。

○ 知
知的障害者の教育委員会の技能労務職員として
の雇用

平成21年度

平成21年度に職務経験のある知的障害者を対象とした教育委員会の技能労務職員への採用選考を実施。
平成21年6月1日から1人が県立図書館で勤務している。
図書館では本の整理や利用者情報のデータ入力等の業務を担当している。
ジョブコーチ等のサポートは受けず、同僚の指導の下でこれまでの実習経験等を生かしながら仕事をこなしてい
る。

○ 身 （身体障害者の）県の正規職員としての雇用 平成10年度

平成10年度から一般試験とは別に特別枠で試験を行い、計画的に年1～5名程度を県知事部局職員として採用
している。採用者は本庁又は出先機関の事務職員として勤務し、庶務・会計・県税収納管理業務等を担当してい
る。
（24年度採用身体障害者1名）

○ 身 （身体障害者の）県の職員としての雇用
平成10年度

平成19年度

平成10年度から一般試験とは別に特別枠で試験を行い、計画的に年1～2名程度を県教委事務職員として採用
している。県立学校及び市町立小中学校の事務職員として勤務し、庶務・会計・管財業務を担当している。（24
年度採用2名）。
また、教員採用試験においても、平成19年度から「身体に障害のある者を対象とした選考」（ただし、特別枠扱い
はしていない。）を行っている。さらに、実習助手についても、特別枠で採用試験を実施している。（24年度採用6
名）。

○ 身 （身体障害者の）県の非常勤職員としての雇用 平成21年度

教育委員会事務局の非常勤職員として身体障害者を雇用。事務補助員として資料整理や各種データ入力、県
立学校の環境整備等を行っている。
ジョブコーチ等のサポートは受けず、同僚の指導の下でこれまでの実習経験等を生かしながら仕事をこなしてい
る。（24年度採用17名）

○ 精 （精神障害者の）県の非常勤職員としての雇用 平成21年度
教育委員会事務局の非常勤職員として精神障害者を雇用。県立学校の環境整備等を行っている。
ジョブコーチ等のサポートは受けず、同僚の指導の下でこれまでの実習経験等を生かしながら仕事をこなしてい
る。（24年度採用4名）

○ 身 視覚障害者の県の正規職員としての雇用 平成19年度

県の医療健康局（病院機構へ派遣）で、視覚障害者を雇用。県立病院事務部で医療機器・医療消耗備品の購
入、機械備品の台帳管理等に関する事務に従事している。パソコンの画面や細かい帳票類を確認する必要が
あるため、補助的な照明を机に設置している。また、VDT作業では、１時間に10～15分の休憩と1～2回の小休
止をとることとしている。

○ 知 （知的障害者の）県の正規職員としての雇用 平成23年度

平成22年度に知的障害者を対象とした知事部局の技能労務職員への採用選考を実施。
平成23年4月1日から1人が出納局で勤務している。
出納局では、県庁内に不要文書のリサイクル作業や文書発送作業などを行うワークステーションにおいて、書
類等の封入、発送作業、ポスター折、パンフレットの袋詰等、本庁内で発生する補助業務等をしている。
ワークステーションの監督者が、知的障害者の作業指導、進捗状況の管理、服務管理等を行っている。（平成23
年度採用知的障害者1名）

○ 知 （知的障害者の）県の非常勤職員としての雇用 平成19年度
県庁内に不要文書のリサイクル作業や文書発送作業などを行うワークステーションを設置し、その非常勤職員と
して知的障害者を雇用。ワークステーションの監督者が、知的障害者の作業指導、進捗状況の管理、服務管理
等を行っている。（平成23年度採用知的障害者1名）

静岡県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

静岡県 ○ 知 （知的障害者の）県の非常勤職員としての雇用 平成19年度
県庁内に不要文書のリサイクル作業や文書発送作業などを行うワークステーションを設置し、その非常勤職員と
して知的障害者を雇用。ワークステーションの監督者が、知的障害者の作業指導、進捗状況の管理、服務管理
等を行っている。（平成23年度採用知的障害者1名）

◎
身
知
精

（身体・知的・精神障害者の）県の臨時職員として
雇用

平成24年度
緊急雇用創出基金を利用して知事部局及び教育委員会事務局で1年間臨時職員として採用し、データ入力等事
務補助を通じ、就職基礎能力の取得を支援する。（平成24年度採用9人）

○ 知 障害者インターンシップ事業の実施 平成18年度
県の職場で県立養護学校の生徒を体験実習生として受け入れることにより、生徒については、一般就労に向け
て職業生活の基本的知識・習慣等の理解を深めるとともに、県については、職員の知的障害者への理解を深め
るとともに、知的障害者が就業可能な職域の開発を図る。

○ 知 知的障害者を対象とした愛知県職員採用選考 平成19年度 知的障害者を対象とした愛知県職員の採用選考を実施している。

○ 身
身体障害者を対象とした愛知県職員・警察職員
及び市町村立小中学校職員の採用選考の実施

昭和52年度(警
察職員は平成13
年度、小中学校
職員は平成22年
度から)

身体障害者を対象とした愛知県職員・警察職員及び市町村立小中学校職員の採用選考を実施している。

○ 身 身体障がい者を対象とした三重県職員採用選考 昭和56年度
身体障がい者を対象として、知事部局、教育委員会、企業庁、病院事業庁において一般事務に従事する職員の
採用選考を実施している。

○ 知 県庁舎における知的障がい者の職場実習 平成16年度
知的障がい者の新たな職域開拓を行うため、県庁及び地域機関で知的障がいのある者を職場実習生として受
入。仕事内容は、職員の補助的業務、文書集配、文書コピー、文書作成等。委託団体職員によるサポートを受
けている。（平成24年度、全県下で9人）

○ 知 知的障がい者の常勤職員としての雇用 平成20年度
非常勤職員として採用した後、勤務状況を考慮した上で、翌年度以降に一般事務職の常勤職員として採用す
る。仕事内容は、文書コピー、郵便物の配布、発送、廃棄物の分別、処理、シュレッダー作業等、本人の能力を
見ながら可能な業務を担当してもらう。特にサポート職員はつけていない。

○ 精 精神障がい者職場実習モデル事業 平成21年度
精神障がい者の新たな職域開拓を行うため、県庁で精神障がいのある者を職場実習生として受入。仕事内容
は、職員の補助的業務、文書コピー、文書作成等。委託団体職員によるサポートを受けている。（平成24年度、
１人）

○ 身
教員採用試験における障がい者を対象とした特
別選考の実施（教職員課）

平成12年度
身体障がい者を対象として、一般選考で募集するすべての校種・教科に対象において、特別選考を実施してい
る。
（Ｈ24．4．1 2名採用）

○ 身
障がい者を対象とした小中学校事務職員を対象
とした選考試験の実施（教職員課）

平成19年度
身体障がい者を対象として、小中学校事務職員について、選考試験を実施している。
（Ｈ24．4．1 1名採用）

○ 知
特別支援学校における非常勤実習助手としての
採用（教職員課）

平成20年度
知的障がい者を対象として、特別支援学校において、実習作業の片付け等の業務を行う非常勤実習助手として
採用している。（Ｈ24．4．1 5名採用）

○
身
精

県教育委員会事務局及び県立学校の業務補助
職員としての採用（教職員課）

平成24年度
身体障がい者及び精神障がい者を対象として、県教育委員会事務局及び県立学校において事務補助を行う業
務補助職員として採用している。
（Ｈ24．4．1 精神障がい者2名、身体障がい者4名 計6名採用）

三重県

愛知県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 身体障害者の県職員としての雇用 平成4年度

身体障害者を対象とした県職員採用試験を実施している。
職務内容：情報処理、台帳整理、出納会計事務、窓口事務、計数整理等
勤務形態：フルタイム正規職員
支援内容：なし

○ 知 知的障害者の県職員としての雇用 平成19年度

知的障害者を対象とした県職員採用試験を実施した。
職務内容：清掃作業、農場労務作業等
勤務形態：フルタイム正規職員
支援内容：働き暮らし応援センター職員による定期的な巡回

○ 発 発達障害者を対象とした職場実習の実施 平成22年度 発達障害者を対象とした職場実習を実施している。

京都府 ○ 知 「府庁ゆめこうば」推進事業 平成20年度
京都府の本庁における文書仕分け・配付等について知的障害者を非常勤職員として直接雇用して実施するとと
もに、地方機関（精神保健総合センター、京都高等技術専門校）における庁舎清掃等を、知的障害者を雇用す
る社会福祉法人等に委託して実施。（雇用人数：全体で6人程度）

◎
知
精

知的障がい者・精神障がい者チャレンジ雇用 平成20年度
国が示す「チャレンジ雇用」の趣旨を踏まえ、公務労働内における障がい者の雇用・就労機会の創出を図り、障
がい者が一般雇用に向けて経験を積む非常勤雇用を実施。仕事内容は、文書発送準備作業、データ入力など
の軽易な事務作業。（知的障がい者24名、精神障がい者6名採用）

○ 知 知的障がい者の職場実習受入 平成12年度
府立支援学校等の生徒や就労支援機関を利用する知的障がい者を対象に、事務作業の経験を今後の就労支
援に活用してもらうため、府庁各室課において原則2週間以内の実習を受け入れる。実習内容は、書類整理、発
送、パソコンでのデータ入力等（知的障がい者27名受入）

○ 精 精神障がい者の職場実習受入 平成16年度
就労支援機関を利用する精神障がい者を対象に、事務作業の経験を今後の就労支援に活用してもらうため、府
庁各室課において原則1ヶ月以内の実習を受け入れる。実習内容は、書類整理、発送、パソコンでのデータ入力
等（精神障がい者5名受入）

○ 知 知的障がい者等非常勤職員モデル雇用（清掃） 平成15年度
民間企業への雇用のステップアップを目指すモデル的取り組みとして、清掃業務の就労訓練を終了した知的障
がい者等を小規模施設の非常勤職員として雇用(４名採用)

○ 身 身体障がい者を対象とした職員採用選考の実施 昭和55年度

身体障がい者を対象とした職員採用選考を実施。
事務職（身体障がいの状況に応じて、一般行政事務に準じた事務に従事）や電話交換手職などの現業職におい
て採用選考を実施。
選考の実施に当たっては、点字やパソコン受験等を認めるなど、受験機会の確保に努めるとともに、採用後に
ついても配属先において、周囲の職員が様々な局面でフォローするなど、働きやすい職場環境の確保に努めて
いる。（身体障がい者4名採用）

滋賀県

大阪府
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○
知
精

知的障害者・精神障害者短期雇用事業（障害者
支援課）

平成19年度
（精神障害者は
平成21年度）

県庁・各県民局に6ヶ月間、知的障害者・精神障害者を日々雇用職員として雇用し、一般就労へのステップとして
職業人としての知識の習得や職業能力の向上を図る。
【仕事内容】事務補助等
【勤務形態】週24時間（6時間×4日）
【受入人員】14名（知的障害者10名・精神障害者4名）

〇
身
知
精

兵庫セルプ職場体験センター（障害者支援課） 平成20年度

一般就労を目指す障害者を県庁舎内に設置した職場体験センターに受け入れ、県庁各課から発注される業務
に従事してもらうことを通じて、就労意識の確立・就労意欲の喚起を図る。（ＮＰＯ兵庫セルプセンターに委託して
実施）
【仕事内容】文書封入等発送補助・資料作成補助・会議開催補助等
【実施形態】週10～15時間（週2～3日、1日5時間）
【受入人員】10名（常時1～2名）

〇 精
精神障害者県庁職場実習
（障害者支援課）

平成21年度

一般就労を目指す精神障害者を障害者支援課で実習受入し、課内での事務補助業務に従事してもらうことを通
じて、就労意識の確立・就労意欲の喚起を図る。（ＮＰＯ兵庫セルプセンターに委託して実施）
【仕事内容】データ入力・書類整理等
【実施形態】週14時間（6時間×4日）
【受入人員】3名（1名×3クール）

○
身
知
精

県庁での障害者（全障害対象）職場実習の受入 平成20年度
これまで障害福祉課、秘書課及び教育委員会等一部の所属で実施していた、障害者の職場実習の受入を、県
庁の各所属および出先機関において実施。
（23年度は28名の受入を実施、実習内容は主に事務補助）

○ 身 身体障害者職員採用選考試験の実施 平成3年度
平成3年度から、身体障害者を対象とした職員採用選考試験を毎年度実施し、障害者の就労機会の確保を図
る。
（平成3年度～23年度までで34名を採用）

○
知
精

知的、精神障害者への採用拡大 平成20年度
上記の身体障害者採用選考試験に加えて、平成20年4月1日から知的障害者３名を常勤嘱託職員として採用。
（平成24年度は2名採用予定）

兵庫県

奈良県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○

知
身
精
発

特別支援学校の生徒の職場実習を実施 平成16年度 インターンシップを庁内（障害福祉課・教育庁）及び関係施設で実施。実施内容は、事務補助、清掃等。

○ 身 公立学校教員採用選考検査 平成19年度
平成２５年度公立学校教員採用選考検査において、身体に障害のある者を対象とした選考を実施要項に明記
し、各検査については、その障害に応じた配慮を行うこととした。

○ 身 身体障害者の雇用 平成20年度

身体障害者を対象とした採用試験を実施
平成21年度2名（一般事務、学校事務各1名）を採用
平成22年度1名（一般事務）合格後採用辞退
平成23年度1名（一般事務）を採用
平成24年度1名（一般事務）を採用
平成25年度1名（一般事務）を採用予定

○ 知 知的障害者の非常勤職員としての雇用 平成20年度

知的障害者を対象とした非常勤職員採用試験を実施
平成21年度1名採用（事務補助）
平成22年度1名採用（事務補助）
平成23年度1名採用（事務補助）
平成24年度1名採用（事務補助）
平成25年度1名採用予定（事務補助）

○ 知 知的障がい者の県の非常勤職員としての雇用 平成18年度

平成18年度から1年半、県庁の労働雇用課で非常勤職員1名を雇用
平成20年4月、県庁ワークセンターを設置し、非常勤職員3名を雇用
総務部、福祉保健部、商工労働部、教育委員会事務局を対象に業務を実施
平成21年4月、県庁ワークセンターを6名に増員し、業務対象を全庁に拡大
また、平成21年9月には中部総合事務所及び西部総合事務所に、平成22年4月には東部総合事務所にワーク
センターを設置し、それぞれ非常勤職員2名を雇用
〈県庁ワークセンターの仕事内容〉
文書の集配、発送資料の準備、廃棄文書の破砕作業、印刷補助、簡単なデータ入力等

○ 知 知的障がい者の県の非常勤職員としての雇用 平成19年度

県立特別支援学校（知的障がい）３校において、知的障がい者を給食調理補助員（非常勤職員）として雇用。
（県立倉吉養護学校H24.4～H24.7：１名
県立米子養護学校H24.4.～H25.3：１名
県立白兎養護学校H24.4～H25.3：１名）
○仕事内容給食調理業務の補助

○ 身
重度視覚障がい者の県の非常勤職員としての雇
用

平成22年度

平成22年4月、教育委員会事務局内に視覚障がい者ワークセンターを設置し、非常勤職員1名を雇用
全庁を対象に業務を実施(H24.11月まで）
<視覚障がい者ワークセンターの仕事内容>
県のパブリシティの点検、施設設備・インフラの点検、点字訳、点字訳資料の点検、テープ起こし、講演

和歌山県

鳥取県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

鳥取県 ○
身
知

知的障がい者・聴覚障がい者を県の非常勤職員
として雇用

平成23年度

○鳥取聾学校に聴覚障がい者を非常勤職員として雇用
【業務内容】
・事務作業（簡単な文書作成、データ入力、ホームページ更新、文書印刷・コピー等）
・校内実習等における作業業務
・校舎内整理整頓・清掃・物品運搬作業
○農場を管理する県立高校（5校）に知的障がい者を非常勤職員として雇用
【業務内容】
・圃場、ガラス温室、ビニールハウス内の農作物、花苗への灌水・散水
・ハウスの開閉、室温管理
・農場等の除草、ハウス内の清掃
・病虫害の被害の確認等

○ 身 身体障がい者を対象とした職員採用選考試験 昭和63年度 庶務・経理事務など一般事務に従事

◎ 知 ステップアップ就労支援事業（知的障がい者） 平成20年度

県庁及び地方機関において非常勤嘱託員として一定期間雇用することで、就労機会を提供するとともに、県庁
等での就労経験を生かして、民間企業の社員へのステップアップを促進する。
業務内容は、文書収受や発送業務など事務補助。就労支援員を配置し、それぞれに応じた支援を行っている。
（知的障がい者10名受入）

◎ 知
ステップアップ就労支援事業（高次脳機能障がい
者）

平成23年度

県庁において非常勤嘱託員として一定期間雇用することで、就労機会を提供するとともに、県庁での就労経験
を生かして、民間企業の社員へのステップアップを促進する。
業務内容は、文書収受や発送業務など事務補助。就労支援員を配置し、それぞれに応じた支援を行っている。
（高次脳機能障がい者1名受入）

◎ 身 ステップアップ就労支援事業（視覚障がい害者） 平成22年度

県庁において非常勤嘱託員として一定期間雇用することで、就労機会を提供するとともに、県庁での就労経験
を生かして、民間企業の社員へのステップアップを促進する。
業務内容は、データ入力、テープ起こし等。就労支援員を配置し、支援を行っている。
（視覚障がい者1名採用）

◎ 発 ステップアップ就労支援事業（発達障がい者） 平成23年度

地方機関（公共施設）において非常勤嘱託員として一定期間雇用することで、就労機会を提供するとともに、地
方機関での就労経験を生かして、民間企業の社員へのステップアップを促進する。
業務内容は、文書収受や発送業務など事務補助。就労支援員を配置し、それぞれに応じた支援を行っている。
（発達障がい者2名受入）

◎ 精 ステップアップ就労支援事業（精神障がい害者） 平成22年度

地方機関において非常勤嘱託員として一定期間雇用することで、就労機会を提供するとともに、地方機関での
就労経験を生かして、民間企業の社員へのステップアップを促進する。
業務内容は、文書収受や発送業務など事務補助。
（精神障がい者1名受入）

○ 身
公立学校教員採用候補者選考試験（身体に障が
いのある者を対象とした選考）

平成19年度 公立学校の教諭･助教諭・養護教諭・栄養教諭

島根県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身
身体障害者を対象とした岡山県職員採用試験の
実施

平成15年度

（主な勤務先及び職務内容）
知事部局（本庁、県民局等）、教育委員会（教育庁、県立学校等）、警察（本部、警察署等）等において、事務に
従事する。
（受験資格）
自力で通勤でき、かつ、介護者なしに職務遂行ができる者であって、次の全ての要件を満たす者
（１）昭和57年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた者
（２）身体障害者手帳の交付を受けている者
（３）活字印刷文による出題に対応できる者
※平成24年4月1日採用実績身体障害者3名（採用試験は平成23年度に実施）
※警察本部は平成24年10月14日に採用試験を実施

○ 身
岡山県公立学校教員採用候補者選考試験にお
いて身体に障害のある者を対象とした選考を実
施

平成16年度

岡山県公立学校教員として採用。採用候補者選考試験においては、平成２３年度までは、「身体に障害のある
者を対象とした特別選考」として、一般採用の採用見込み人数に含んで選考していたが、平成２４年度からは、
一般採用とは別に採用枠を設け、選考している。なお、障害の種類・程度に応じた、受験上の配慮を行ってい
る。

○
知
精

障害者職場研修事業 平成19年度
県庁等の職場に、障害者を短期間研修生として受け入れて職場体験の機会を提供する
仕事内容：文書コピー、郵便物の受け取り、シュレッダー等の事務補助

○
身
精

障害者の岡山県（教育委員会）臨時職員としての
採用

平成21年度 県庁等の職場で臨時職員として採用。事務補助業務に従事。

○
身
知
精

障害者の岡山県（教育委員会）臨時職員としての
採用

平成22年度 特別支援学校等で臨時職員として採用。校内の環境整備等に従事。

○ 身
身体に障害のある者を対象とした岡山県立学校
実習助手採用候補者選考試験の実施

平成24年度
岡山県立学校実習助手（正規職員）として採用。実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける
職。
なお、障害の種類・程度に応じた受験上の配慮を行っている。

○ 身
広島県立中央特別支援学校高等部理療科生徒
理療実習受入

-
広島県立中央特別支援学校高等部理療科生徒数名の理療実習を受け入れ、県庁教育委員会職員に協力者を
募り、県庁において理療実習を行っている。

○ 身
身体障害者の広島県職員としての雇用

昭和55年度
・仕事内容 庶務、予算、企画、広報、調査、指導等業務
・勤務形態 通常勤務
・支援内容等 障害の程度により、夜間勤務、時間外勤務等を免除し、負荷の軽減を図っている。

○
知
精
発

知的障害者、精神障害者、発達障害者を広島県
臨時職員として雇用

平成22年
・仕事内容 文書の封入・封かん、仕分け、データ入力、会議の準備（机の配置、資料配布)等
・支援内容 業務の支援・調整等を行うジョブコーディネーターを１名配置（社会福祉法人へ委託）
・受入人数 19名

○ 知
知的障害者（高等部卒業生）を県立学校非常勤
職員として雇用

平成23年

・仕事内容 学校における事務補助
・雇用期間 ６か月（最長１年）
・受入人数 ０名
・その他 就労支援については、障害者就業・生活支援センターと連携

岡山県

広島県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身
身体障害者を対象とした山口県職員採用選考の
実施

昭和58年度
一般職の事務職員として、各課及び出先機関における文書、統計、経理、帳簿整理、証明書の発行、相談、受
付等の事務に従事

○ 身
山口県公立学校教員採用候補者選考試験にお
いて「身体障害者を対象とした選考」を実施

平成16年度 教諭として授業等に従事

◎ 知 知的障害者の県の非常勤職員としての雇用 平成23年度

県庁内で「ワークセンター」を設置し、知的障害者を非常勤職員として雇用している。
仕事内容は事務補助（文書廃棄（シュレッダー）、収受・発送準備、簡易なパソコン入力作業等）
別途、支援員として健常者2名を非常勤職員として雇用し、業務の指導を行っている。
（平成24年度：6名）

○
身
知
精

職場実習の受け入れ 平成23年度
上記「ワークセンター」で特別支援学校や地域の就労支援機関から実習を受け入れている。
実習期間は概ね2週間。「ワークセンター」職員と同様の業務を体験する。障害種別問わず受け入れている。
（平成23年度：9名受入）

○
身
知

身体障害者、知的障害者の県の非常勤職員とし
ての雇用

平成23年度

県立学校（うち特別支援学校3校）で身体障害者又は知的障害者を非常勤職員として雇用している。
仕事内容は伝票整理、校内の植栽管理、図書整理、文書の収受・発送等。
地域の就労支援機関のジョブコーチにサポートを依頼する場合もある。
（平成24年度：9名）

○ 身 身体障害者の県職員採用選考の実施 平成21年度
知事部局において県職員として雇用
平成21年度から身体障害者を対象とした徳島県職員採用選考考査を実施

○ 身 身体障害者の県臨時職員任用試験の実施 平成20年度
知事部局において臨時的職員として雇用
仕事内容は、文書の収受・発送・資料整理・データ入力等の事務補助

○ 発 発達障害者の県非常勤特別職としての雇用 平成21年度
知事部局において非常勤特別職として雇用
仕事内容は、文書の収受・発送・資料整理・データ入力等の事務補助

○
身
知

身体障害者、知的障害者の就労訓練の場として
の実習受入

平成18年度
県立障害者交流プラザにおいて実習生受入。仕事内容は、館内清掃、福祉の店・軽食喫茶室での商品販売を
通じた接客業務の基本等。

◎ 身
（身体障害者の）県立病院の非常勤職員としての
雇用

平成21年度
県立病院の事務局で総務事務専門員として非常勤職員を雇用。仕事内容は総務的業務全般（データ入力、書
類整理等）。（身体障害者 H23:4名採用、H22:4名採用、H21:3名採用）

○ 身
身体に障害のある者を対象とした選考による教
員の雇用

平成22年度 県立学校において、教員として勤務。

○ 身 （身体障害者の）県の職員としての雇用 平成22年度 県教育委員会事務局職員として、行政事務に従事。

山口県

徳島県
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○
身
知
精

障害者の県非常勤特別職としての雇用 平成23年度
県教育委員会において、緊急雇用創出事業により非常勤特別職として雇用。
仕事内容は、データ入力作業、資料整理、校内清掃など。教育機関及び県立特別支援学校に配置。
（Ｈ２３：身体障害者 ２名採用、Ｈ２４：身体・知的・精神障害者 １５名採用）

○ 知
特別支援学校高等部生徒就業体験実習（徳島県
立総合教育センター）

平成20年度

総合教育センターでの職場体験を通して、学校での学習の成果を確認する。
また、個々の生徒の就労に向けての課題を明確にし、今後の進路指導に生かす。
＜平成24年度の概要＞
○実習期間 H24.11.5～11.9（5日間） 2名
○実習場所 徳島県立総合教育センター 特別支援・相談課
○実習内容 事務的業務、一般的業務、専門的業務

○ 知
特別支援学校高等部生徒就業体験実習
（徳島県教育委員会事務局）

平成21年度

事務的業務への就労を希望する生徒が、県教育委員会事務局における就業体験をとおして、
働く意欲や態度を身につける。
＜平成24年度の概要＞
○実習期間 H24.12.3～12.14（10日間） 4名
○実習場所 徳島県教育委員会事務局各課、知事部局各課、職員生活協同組合
○実習内容 事務的業務、一般的業務、専門的業務

○ 身 身体障害者の警察職員としての雇用 平成24年度
警察本部において警察職員として雇用
H24.4.1付けで1名（警察事務）を採用

○ 身
障害者の県職員としての雇用及び人員配置
（人事・行革課）

平成15年度
法定雇用率を達成（平成24年6月1日現在2.17％）しており、障害の程度に配慮して人員配置を行なっている。
（職種：一般事務等）

○ 身
障害者の県教育委員会職員としての雇用及び人
員配置
（教育委員会総務課・義務教育課・高校教育課）

平成9年度 法定雇用率を達成（平成24年6月1日現在2.13％）しており、障害の程度に配慮して人員配置を行なっている。

○ 身
障害者の警察職員としての雇用及び人員配置
（警察本部人事課）

平成9年度 法定雇用率を達成（平成24年6月1日現在2.13％）しており、障害の程度に配慮して人員配置を行なっている。

○
知
身

特別支援学校生徒職場体験事業
（障害福祉課）

平成17年度

知的障害等のある特別支援学校生徒が県庁における職場体験を通じ、就労に向けたマナー等を身に付ける機
会を提供するとともに、障害や障害者雇用に対する県民の理解促進を図っている。
【平成24年度の概要】
○実習回数3回
○実習生数5人
○実習場所障害福祉課・労働政策課
○実習期間１週間
○実習内容①事務職場でのマナー、接遇の習得
②事務補助業務の体験（新聞記事のスクラップ、文書発送準備等）

○ 知
知的障害者の雇用
（障害福祉課）

平成19年度
障害者雇用を促進するため、働く意欲のある知的障害者に対して就労の機会を提供するとともに、就労経験を
積むことにより、企業等への就労につなげることを目的とする。

香川県

徳島県
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香川県 ○ 知
特別支援学校高等部生徒職場体験実習
（特別支援教育課）

平成20年度

知的障害のある特別支援学校高等部生徒が、県教育委員会における職場体験実習を通じて、生徒の進路選択
に向けた意識を高めると共に、就労に必要な知識や態度を養う。また、実習を通じて障害や障害者雇用に対す
る県民の理解促進を図る。
【平成24年度の概要】
○実習生特別支援学校高等部2年生1名
○実習場所県教育委員会事務局各課
○実習期間3週間
○実習内容①事務補助業務の体験（文書発送準備、印刷物の丁合い、ステープラー止め、新聞
記事の切り抜き、簡単なパソコン入力作業等）
②事務職場でのマナー習得

○ 身 身体障害者の県臨時職員としての雇用 平成22年度 長寿介護課で臨時職員として雇用。事務補助業務を行っている。

○ 身 身体障害者の県臨時職員としての雇用 平成23年度 教育委員会保健体育課で臨時職員として雇用。事務補助業務を行っている。

○ 身 身体障害者の県臨時職員としての雇用 平成24年度 教育委員会文化財保護課で臨時職員として雇用。事務補助業務を行っている。

○ 身 身体障害者の県臨時職員としての雇用 平成24年度 大洲土木事務所で臨時職員として雇用。事務補助業務を行っている。

○ 身 身体障害者の県臨時職員としての雇用 平成24年度 中予地方局森林林業課で臨時職員として雇用。事務補助業務を行っている。

○ 精 （精神障害者）職場体験実習 平成18年度
県庁の障害福祉課、保健福祉課、労政雇用課(雇用対策室)で精神障害者を実習生として受け入れ、就労体験
を通じて、一般企業での就労に必要な知識や経験の獲得を図る。仕事内容は主にﾃﾞｰﾀ入力。(精神障害者受入
人数H18:4名、H19:4名、H21:4名、H22:4名、H23:3名)

○ 知 （知的障害者）職場体験実習 平成18年度

県庁の障害福祉課、保健福祉課、長寿介護課、雇用対策室及び農林出先機関で知的障害のある県立特別支
援学校高等部の生徒を実習生として受け入れ、就労体験を通じて、一般企業での就労に必要な知識や経験の
獲得を図る。仕事内容は、簡単なﾃﾞｰﾀ入力や新聞切り抜き等の事務補助。(知的障害者受入人数H18:3名、
H19:9名、H20:2名、H22:3名、H23:3名、H24:3名予定)

○ 身 （聴覚障害者）職場体験実習 平成19年度
県庁の障害福祉課及び特別支援教育課で、県立聾学校高等部の生徒等を実習生として受け入れ、就労体験を
通じて、一般企業での就労に必要な知識や経験の獲得を図る。仕事内容はﾃﾞｰﾀ入力や事務補助等。(聴覚障害
者受入人数H19:1名、H22:2名、H23:1名、H24:1名予定)

○ 精 （発達障害者）職場体験実習 平成21年度
県庁の障害福祉課及び労政雇用課(雇用対策室)で発達障害者を実習生として受け入れ、就労体験を通じて、
一般企業での就労に必要な知識や経験の獲得を図る。仕事内容はﾃﾞｰﾀ入力や事務補助等。(H21:2名、H22:2
名、H23:3名、H24:2名予定)

愛媛県
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○ 身 （身体障害者）職場体験実習 平成22年度
県庁の障害福祉課で、身体障害者を実習生として受け入れ、就労体験を通じて、一般企業での就労に必要な知
識や経験の獲得を図る。仕事内容はﾃﾞｰﾀ入力や事務補助等。(H22:3名、H24:1名予定)

○ 身
身体障害者の公立学校教諭及び講師としての雇
用

平成21年度
公立学校の教諭及び講師として雇用。教諭は児童生徒の教育を行い、講師は教諭に準ずる職務に従事。(教諭
3名、講師4名)

○ 身
身体障害者の公立学校教諭及び実習助手として
の雇用

平成22年度
公立学校の教諭及び実習助手として雇用。教諭は児童生徒の教育を行い、実習助手は実験等について教諭の
職務を助ける。(教諭2名、再任用教諭2名、実習助手3名)

○ 身
身体障害者の公立学校教諭、実習助手、講師と
しての雇用

平成23年度
公立学校の教諭、実習助手及び講師として雇用。教諭は児童生徒の教育を行い、実習助手は実験等について
教諭の職務を助け、講師は教諭に準ずる職務に従事。(教諭1名、実習助手5名、講師5名)

○ 身
身体障害者の公立学校教諭、学校事務職員とし
ての雇用

平成24年度
公立学校の教諭及び学校事務として雇用。教諭は児童生徒の教育を行い、学校事務は学校の事務に従事。(教
諭1名、学校事務職員1名)

○ 身 県の非常勤職員としての雇用 平成12年度
県庁の障害保健福祉課で身体障害のある者を非常勤職員(月16日勤務)として2名雇用。仕事内容は、心身障害
者扶養共済事業(債権管理を除く事務全般)と身体障害者手帳及び療育手帳の作成配布等に関すること。

○ 知 県の非常勤職員としての雇用 平成23年度
県庁の障害保健福祉課で知的障害のある者を非常勤職員(週4日、1日6時間勤務)として雇用。仕事内容は、ﾜｰ
ｸｽﾃｰｼｮﾝを設置し、廃棄文書の収集･処分や発送文書等の封詰め作業など。

○
身
精

県の非常勤職員としての雇用 平成23年度
県立療育福祉ｾﾝﾀｰで身体障害のある者及び精神障害のある者を非常勤職員(週5日、1日4時間勤務)として雇
用。仕事内容は、事務補助。
(身体障害者1名、精神障害者1名)

○
身
精

県の非常勤職員としての雇用 平成23年度
県内4箇所の福祉保健所で身体障害のある者及び精神障害(高次脳機能障害)のある者を非常勤職員(月16日
勤務(1名は週29時間勤務))として雇用。仕事内容は、事務補助。
(身体障害者3名、精神障害(高次脳機能障害)者1名)

○ 身 身体障害者を対象とした県職員採用試験の実施 平成18年度

知事部局の一般事務及び県教育委員会の県立学校、市町村立の小中学校事務として、身体障害者を対象とし
た採用試験を実施。
20年度からは、一般事務については点字による受験が可能。
19年度:4名20年度:5名21年度:6名22年度:7名23年度:6名24年度:7名

○
身
知

特別支援学校在校生の職場実習受け入れ 平成19年度
特別支援学校在校生を実習生として、1週間程度受け入れる。実習内容は、実習生の障害の状態により個別に
調整する。19年度:2名受入20年度:3名受入21年度:2名受入22年度:3名受入23年度:4名24年度:8名

高知県

愛媛県
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○ 身
身体障害者を対象とした職員採用選考試験の実
施

昭和57年度
身体障害者を一般事務職として採用。仕事内容や勤務形態は他の職員と同様。試験では、拡大文字及び点字
試験を導入。ルーペ・オプチスコープの使用を認めている。

○ 知 知的障害者県職場体験実習事業 平成17年度

実習内容は、反復、定期的に一定量ある作業とし、具体的には、文書発送準備（宛名シール貼り、封筒入れ
等）、新聞切抜きのコピー、文書整理、ファイリング等の業務を行う。実習期間は2週間、実習時間は午前9時か
ら午後4時までとする。実習生8名（県立知的障害者特別支援学校高等部2年生の生徒で学校長の推薦があった
もの）を各部局で受入れ、体験実習を実施。交通費等は自己負担。賃金の支給もしない。実習の受入に際して
は、受入れ所属の職員に対し、事前研修を行うとともに、実習期間中は、必要に応じてジョブコーチを配置。

○ 身 身体障害者を対象とした別枠試験による採用 平成元年度 一般行政職の仕事に従事。(試験開始:平成元年から。採用開始:平成2年から。平成24年度採用人数:1人)

○ 身
身体障害者を対象とした別枠試験による採用（学
校事務）

平成18年度
学校事務職員の業務
(平成24年度採用実績なし)

○ 身
身体障害者を対象とした別枠試験による採用（教
員）

平成19年度
教員の業務
(平成24年度採用身体障害者1名)

◎

身
知
精
発

障害者を対象とした別枠採用（非常勤嘱託員） 平成21年度
学校の図書館業務を担当する図書館司書として、非常勤(有期)で雇用。
(平成24年度:精神障害者1名、身体障害者34名雇用)

◎

身
知
精
発

障害者を対象とした別枠採用（非常勤嘱託員） 平成21年度
特別支援学校で学校用務員の補助業務を担当する用務補助員として、非常勤(有期)で雇用。
特別支援学校の卒業者を対象とした1年期限のﾁｬﾚﾝｼﾞ雇用であり、職業訓練的な性質のもの。
(平成24年度:知的障害者2名、身体障害者2名の雇用)

○ 発
発達障害のある大学生等を対象としたインターン
シップ

平成23年度
県庁内各所属から依頼された封筒へのｽﾀﾝﾌﾟ押し、簡易なﾃﾞｰﾀ入力、県庁に届いた郵便物の仕分け、県立図書
館での返却図書の整理など。1日7時間(9:30～16:30)の5日間(月~金)。ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁが必要に応じて支援･助言を行
う。

福岡県

佐賀県
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○ 身 身体障害者の県の職員としての雇用 平成11年度
身体障害者を対象とした採用選考試験(自力で通勤可能･介助なしに職務を遂行できることが受験資格)を実施
し、合格者を職員として採用。配置部署、業務内容については、一般事務の業務を行うが、障害の程度により配
慮する。業務遂行にあたっての介助･支援については特になし。

○

知
精
発
高

知的障害者等の臨時職員等としての雇用 平成22年度
県の機関で、知的、精神、発達、高次脳機能障害者を臨時職員または非常勤嘱託職員として雇用。
雇用期間は原則として1名につき25日間から6ヶ月で、仕事内容は文書発送、ｺﾋﾟｰ、清掃、除草、ﾃﾞｰﾀ入力など。

○ 身 身体障がい者を対象とした選考採用試験の実施 平成9年度

｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣の趣旨を踏まえ、今後とも県が安定して法定雇用率を達成し、維持して
いくとともに、県内の民間企業の障がい者雇用の促進を図るため、一定の要件(身体障害者手帳の交付を受け
た者で、介護者なしに職務の遂行が可能な者等)に該当する身体障がい者を対象とした職員採用選考試験を実
施。
仕事内容･勤務形態等は、一般職員と同じ。

○ 身
聴覚障がい職員に対する手話通訳・要約筆記者
の派遣

平成17年度
聴覚に障がいのある職員が、業務に関する研修や会議等に出席する際に手話通訳者又は要約筆記者を活用
できるよう、ろう者協会と派遣契約を結んでいる。

○
知
精

知的障がい者・精神障がい者のインターンシップ
（職場体験実習）受入れ

平成19年度
一般就労を希望する知的障がい者、精神障がい者を、県庁(出先機関を含む)で実習生として受入れ。実習内容
は、受入所属の業務に応じ、図書の分類･整理、作物栽培補助、定型的なﾃﾞｰﾀ入力作業など。(H24受入予定人
数:13名)

○
知
精

知的障がい者・精神障がい者に係る職員（非常
勤職員）としての雇用

平成21年度
知的障がい者、精神障がい者を対象として、県の職員(非常勤職員)としての雇用を実施。(H24雇用人数:4名(知
的2名、精神2名)、期間:1年以内)

◎
身
知
精

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者に
係る職員（非常勤職員）としての雇用

平成24年度
県立学校において、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を職員(非常勤職員)として雇用し、校内にお
ける様々な業務に従事することにより、就労に向けて必要な能力や各種技能等の習得を図り、就労につなげ
る。(H24雇用人数:10名(身体2名、知的5名、精神3名)、期間:1年以内)

大分県 ○ 身
(身体障がい者の)県の職員としての雇用
（人事委員会事務局）

平成10年度
身体障がい者を対象とした職員採用選考考査を実施し、職員として採用
平成25年4月の採用予定人員は、一般事務2人(知事部局)、教育事務4人(教育委員会)

長崎県

熊本県
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○
知
精

知的障がい者・精神障がい者
県庁職場実習
（福祉保健部障害福祉課）

平成19年度

【知的障がい者】
5機関(県庁ワークセンター、南部振興局、西部振興局、農林水産研究指導センター、中津)で7名の職場
実習生を受入れ、一般就労に向けての知識の習得と職業能力の向上を図る
※実習時間…5日／週、6時間／日
※支援内容…実習生の利用施設職員による支援等
※実習内容

【精神障がい者】
2機関(公文書館、こども・女性相談支援センター)で2名の職場実習生を受け入れ、一般就労に向けての
知識の習得と職業能力の向上を図る
※実習時間…4日／週、5時間／日
※支援内容…実習生の利用施設職員による支援等
※実習内容

(実習生人数：H19年度…3人、H20年度…6人、H21年度…7人、H22年度…9人、H23年度…9人
H24年度…8名)

○  知精
知的障がい者・精神障がい者県の非常勤嘱託職
員としての雇用
（総務部人事課）

平成20年度

県庁職場実習で適性の認められた知的障がい者・精神障がい者を、最長2年間非常勤嘱託職員として採用
勤務時間、仕事内容は、職場実習で行った内容と同じ
(採用状況：H20年度…3人、H21年度…5人、H22年度…5人、
H23年度…13人(知的障がい者11人・精神障がい者2人(Ｈ23年度については、採用2年目職員(6人)含む)、
H24年度…17人(知的障がい者13人・精神障がい者4人(24年度については、採用2年目職員(7人)含む))

○ 知
知的障がい者緊急雇用学校学習環境整備事業
による雇用
（教育庁教育人事課）

平成22年度
県庁職場実習で適性の認められた知的障がい者を、1年間臨時職員として採用
勤務時間、仕事内容は、職場実習で行った内容と同じ
(採用状況：H22年度…1人、H23年度…1人）

大分県

勤務場所 実習内容

県庁ワークセンター 文書の集配、文書等の封入、封筒への宛名貼り、書類のシュレッダーかけ等

南部振興局 新聞記事切り抜き、会議資料印刷、庁舎内外の清掃、シュレッダー作業等 

西部振興局 公用車の洗車、庁舎内外の清掃、新聞記事の切り抜き、資源ゴミ回収等

農林水産研究指導センター 庁舎内外の清掃、公用車洗車、作物栽培の補助、きのこホダ場の作業補助等

中津土木事務所 公用車洗車、庁舎内外の清掃、郵便物集配、コピー･シュレッダー作業等 

勤務場所 実習内容

公文書館 公文書の登録事務、公文書の整理・保存作業等 

こども女性相談支援センター ゴミ回収･分別、遊具等清拭、除草･散水、新聞記事の切り抜き、書類運搬等
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 身体障がい者の県職員としての雇用 平成12年度

下記の要件を全て満たす者を対象としている
･昭和58年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた者
･身体障害者手帳1～6級の者
･自力による通勤ができ、介護者なしに業務の遂行が可能な者
･県内に住所を有する者(就学又は就労のために一時的に県外に住所を有する者を含む。)

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成19年度
県の障害福祉課において、知的障がい者1名を4週間受入
業務内容は、文書収発、郵便物の開封･配達及びｺﾋﾟｰ等

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成20年度 実習受入を県庁内8所属に拡大

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成21年度
対象者を知的障がい者及び精神障がい者に変更し、実習受入を県障害福祉課及び出先3機関とし、各4週間計
7名(知的障がい者5名、精神障がい者2名)を受入

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成22年度 出先2機関において、2～4週間で計2名を受入

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成23年度 出先機関において、2～4週間で計2名を受入

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の職場体験実
習受入

平成24年度 本庁、出先機関において、2～4週間で計3名を受入予定

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の臨時職員と
しての任用

平成22年度
県障害福祉課及び福祉保健課において、知的障がい者1名及び精神障がい者1名の計2名を4ヶ月間(勤務状況
により1回のみ更新可能で最長8ヶ月)臨時職員として任用

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の臨時職員と
しての任用

平成23年度 本課において、精神障がい者2名を4ヶ月間(勤務状況により1回のみ更新可能で最長8ヶ月)臨時職員として任用

○
知
精

県庁における知的・精神障がい者の臨時職員と
しての任用

平成24年度 本庁において、精神障がい者3名、知的障がい者1名を4ヶ月間臨時職員として任用

鹿児島県 ○ 身 身体障害者を対象とする県職員採用試験 平成11年度 障害の部位、程度等を考慮しながら、知事部局において一般事務に従事させている

○ 身
身体障害者を対象とした沖縄県職員採用選考試
験（人事委員会実施）

平成8年度 障害の部位、程度を考慮しながら、知事部局等において一般事務並びに学校事務に従事

○ 身 聴覚障害者の職員としての雇用 平成10年度 県警において聴覚障害者を雇用し、給与計算及び掛金等の徴収に関する業務に従事

宮崎県

沖縄県

ののの

22



自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身
身体に障がいのある方を対象とした札幌市職員
採用選考（総務局職員部人事課）

平成15年度

これまでは身体に障がいを持った方についても、一般の採用試験のなかで採用してきたが、平成15年度からは
別枠での採用選考を開始した。
○採用実績
平成16年度 7名 平成17年度 13名 平成18年度 11名  平成19年度 6名
平成20年度 平成19年度採用選考未実施のため採用なし 平成21年度 6名
  平成22年度 7名 平成23年度 2名
※平成24年度は、一次試験合格者数8名
○仕事内容
一般事務職として採用。区役所をはじめさまざまな部局に配属され総務、税務、福祉、その他行政事務全般の
仕事に従事する。
○支援内容
一般の職員同様、勤務するにあたって職場環境等の配慮が必要な場合には、できるだけ働きやすい環境作り
に努めている（職場レイアウトの変更等）。

○ 知
特別支援学校生徒の実習受入れ（保健福祉局障
がい福祉課）

平成19年度

特別支援学校１・２年生の職場実習を市役所本庁舎、各区役所等で受入れ
○ 受入人数
市役所本庁舎3名、区役所30名、その他スポーツ施設等14名、元気ショップ１名、元気カフェ１名（合計49名）
※元気ショップ：本市が設置・補助する障がい者施設で製作する製品の常設販売所
※元気カフェ：本市役所ロビーに設置している障がい者が働くカフェ
○ 受入れ期間
3～5日間程度
○実習内容
軽作業、事務補助、販売、喫茶業務等

○

身
知
精
発

障害者の就労体験実習 平成15年度
市役所の各受入課にて1日～1週間程度、書類整理･封入･清掃等の業務を実施することによる就労訓練を実施
している

○

身
知
精
発

就労移行支援事業所との連携による教育局での
障害者就労体験実習

平成23年度
教育局特別支援教育課で(株)ｳｲﾝｸﾞﾙ就労支援事業本部が実施する障害者の就労体験実習を受け入れ、ｼﾞｮﾌﾞ
ｺｰﾁの支援のもと、事務補助業務の体験を実施している。

○ 知 鶴谷特別支援学校高等部現場実習 平成15年度
鶴谷特別支援学校高等部生徒に対して仙台市教育ｾﾝﾀｰにて現場実習を受け入れている。
封筒への宛名用紙はり、ﾒﾓ帳作り、空き缶のﾘｻｲｸﾙ処理等の現場実習を通して、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの向上を図り、職
場での決まり等を学ばせ、社会人としての心構えや就労への意欲を養うよう支援している

○ 知
知的障害者チャレンジオフィス（知的障害者の非
常勤嘱託職員としての雇用）

平成21年度
市役所障害企画課で知的障害者を非常勤嘱託として雇用
障害者就労支援ｾﾝﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ支援を受け、封入封緘、ﾃﾞｰﾀ入力等の事務補助業務を実施
また、仕事と平行して一般就労に向けた支援を実施している(知的障害者9名程度採用)

札幌市

仙台市

23



自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 知 （障害者）オフィス体験実習 平成20年度

実習内容は書類整理等、簡易な事務補助を主とし、障害福祉課が窓口となり実習受入課所を選定する
受入期間は3～5日間とし、1日5時間程度とする
今年度の受入人数は4名
(知的障害者1名、身体障害者1名、重複障害2名)

○ 身 身体に障害のある人を対象とする職員採用 平成15年度
一般行政事務に従事
聴覚障害者や上肢障害者に対し、骨伝導ｽﾋﾟｰｶｰ対応電話機、ｲﾔﾎﾝﾏｲｸの導入等行っている
平成23年度に実施した採用試験では身体障害者を5名(平成24年4月1日付5名)を採用した

○ 身 さいたま市立小・中学校等教員採用選考試験 平成19年度
選考区分を一般選考と特別選考に分け、特別選考の中に障害者特別選考を設け、障害の種類や程度に応じて
受験上の配慮を行っている
また、筆頭試験に替え、論文試験を実施している

○
身
知

特別支援学級学校職場体験 平成20年度
図書館職員の監督指導の下、3日間の職場体験実習を行う
作業内容はﾘｻｲｸﾙ印刷用紙の整備等
平成24年度は実施予定なし(H24.11.7現在)

○ 身 身体障害者選考 平成5年度

平成5年度から、別枠での採用選考を実施している。
･採用実績(行政委員会等での採用を含む)
平成20年度5人
平成21年度5人
平成22年度5人
平成23年度5人
平成24年度4人
･業務内容
市長部局、各行政委員会事務局等で、一般行政事務に従事する。

○ 知 知的障害者の市の非常勤嘱託職員としての雇用 平成17年度 総務局総務部総務課で非常勤嘱託職員として雇用し、郵便関係事務及び文書交換の補助等を行なっている。

○ 精 精神障害者の市の非常勤嘱託職員としての雇用 平成24年度
中央図書館情報資料課で非常勤嘱託職員として雇用し、書架整理等を行っている。
(平成24年度中途から雇用)

千葉市

さいたま市
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身
身体に障害のある人を対象とした横浜市職員採
用選考

昭和56年度

身体に障害のある人を対象とした採用選考を行っています。
実施している選考区分は次のとおりです。

(平成24年4月1日採用者7名)

◎ 知
知的障害のある人を対象とした横浜市非常勤嘱
託員採用選考

平成19年度

平成19年度から横浜市健康福祉局事業として嘱託員を雇用していたが、平成23年度からは総務局事業として
全市的な雇用を実施している。業務内容は、書類整理、ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力、資料作成、ｺﾋﾟｰ等、庁内ﾒｰﾙの仕分
け、廃棄文書のｼｭﾚｯﾀﾞｰ作業、郵便物の郵便局持込み等
勤務形態は、週30時間勤務(平成24年10月1日現在7名雇用中)

◎

身
知
精
発

体験実習の受入 平成15年度
就労支援機関登録者及び特別支援学校の生徒の実習を、市役所で受け入れている
業務内容は事務(平成23年度:聴覚障害10名、知的障害者2名、精神障害者1名、発達障害者3名受入)

◎ 知
知的障害者を対象とした横浜市非常勤嘱託員採
用選考

平成19年度

平成19年度から横浜市健康福祉局事業で嘱託員として雇用していたが、平成23年度からは総務局事業として
全市的雇用を開始。業務内容は、書類整理、ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力、資料作成、ｺﾋﾟｰ等、庁内ﾒｰﾙの仕分け、廃棄文
書のｼｭﾚｯﾀﾞｰ作業、郵便物の郵便局持込み等勤務形態は、週30時間勤務(平成24年10月1日現在7名雇用中※
そのうち健康福祉局での採用は1名)

○ 身 身体障害者を対象とした職員採用 昭和57年度
常勤職員として採用し、一般の行政事務を行っている。（平成16年度2名、平成17年度から19年度に各年1名、
平成20年度4名、平成21年度8名、平成22年度8名、平成23年度12名採用）

◎ 知 知的障害者を対象とした非常勤嘱託員採用 平成20年度
知的障害者を非常勤嘱託員として任用し、庁内業務を通じて訓練を積むことで一般就労を目的に実施している。
平成24年11月1日現在4名、平成24年12月1日2名採用
業務内容：書類の集配、古紙の回収、資料の印刷等 勤務形態：週5日、8時45分～15時45分（1日6時間勤務）

○ 知 職場体験実習 平成20年度
特別支援学校に通う市内在住の生徒を対象にした市役所における職場体験実習
仕事内容は事務補助や各種業務補助等

◎ 知
知的障害者を対象とした川崎市教育委員会非常
勤嘱託員採用

平成24年度

知的障害者を対象に非常勤職員として採用しており、勤務場所は田島養護学校で定員は３名、主な業務は、肢
体不自由な児童・生徒の介助、清掃等で、支援員1名が指導している。
平成24年11月1日現在2名
業務内容：川崎市立田島養護学校において肢体不自由の児童・生徒の介助、校内清掃 勤務形態：週5日、8時
45分～15時30分（1日6時間勤務）

横浜市

川崎市

選考区分 職務概要

事務

（大学卒）

学校事務

（大学卒程度）

事務

（高校卒程度）

区役所や局などに配属され、一般行政事務に従事します。

区役所や局などに配属され、一般行政事務に従事します。

市立の小・中学校や特別支援学校で学校事務（庶務・経理・給与事務など）に従事します。
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 （身体障害者の）市の職員としての雇用 平成12年度 身体障害者を対象とした市職員の採用を実施

◎ 知 （知的障害者の）非常勤職員としての雇用 平成17年度

知的障害者を非常勤職員として雇用一般企業での就職に向けたｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟとして位置付けており、任用期間は
1年で最大4回まで更新可能。今年度、5つの課･機関(障害福祉課、保育課、図書館、生活支援課、情報公開課
文書集配ｾﾝﾀｰ)において、印刷や書架整理、郵便物の仕分けなどの事務補助を行っている(知的障害者5名採
用)

○ 知 （障害者の）職業体験受入 平成23年度
障害者(高校生)の職業体験を実施
職員研修所において、ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力、資料作成などの事務補助を行う。(1名、2週間)

○ 精 精神障害者職場体験事業 平成23年度
精神保健福祉センターや市役所関係課における職場体験を実施（年2回×3名×2週間）
パソコンデータ入力、資料作成、などの事務補助を行う。

○ 身 身体障がい者を対象とした職員採用 平成元年度
身体障がい者を対象とした職員採用試験を実施し、一般事務職として採用。仕事内容及び勤務形態等は、一般
職員と同様。(採用人数 H23.4月 1名  H22.4月 2名     H21.4月 4名  H20.4月 6名  教育委員会含む)

○
知
身

特別支援学校生徒を対象とした職場体験 平成21年度
市役所の職場体験として23年度は延べ19名受入。生徒の障がい特性･程度を考慮し、2日の期間で年2回(前期･
後期)実施。体験内容は庶務的事務の補助作業。

◎
知
精

障がい者チャレンジオフィス実施事業 平成22年度

求職活動中の知的及び精神障がい者を市の臨時職員として雇用し、事務補助業務を通じて働くために必要とな
るｽｷﾙの向上を図り、一般企業等への就職のｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟの場とする。
23年度
<雇用人数>障がい者10名、ｻﾎﾟｰﾀｰ9名 <就職実績>一般就労4名
24年度
<雇用人数>障がい者9名、ｻﾎﾟｰﾀｰ9名

○ 知 障がい者職場実習事業 平成24年度
区内福祉施設に通所する障がい者に事務訓練の場を区役所内と公共施設等及び民間会社において、指導員
がつきそいながら軽作業等を実施して障がい者の能力向上と自立に向けた支援を行う、受入業者等の障がい
者就労に関する理解を促進する。年間70日作業実習者200名

○ 身 身体障害者の市職員としての採用 平成20年度
身体障害者を対象とした採用選考を実施。
仕事内容:一般事務
採用人数:平成20年度1名、平成21年度2名、平成22年度2名、平成23年度2名、平成24年度2名

○ 身
（身体障害者の）市の非常勤嘱託職員としての雇
用

平成24年度
身体障害者を対象とした選考試験を実施。仕事内容:一般事務勤務形態:週30時間又は31時間採用人数:平成24
年度2名

○
知
身

市内特別支援学校生徒の職場実習受入 平成20年度
市内特別支援学校に通う知的障害･身体障害のある生徒の職場実習受入を実施し、平成20年度5名(障害者福
祉課、人事課)平成21年度2名(障害者福祉課)、平成22年度2名(障害者福祉課)、平成23年度6名(障害者福祉
課、人事課、図書館)を受入れた。仕事内容は、一般事務、図書業務。

静岡市

相模原市

新潟市
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 知 （知的障害者）市の臨時職員として雇用 平成15年度
面接選考後、臨時職員として登録し、業務の必要性に応じ雇用する。仕事内容は事務補助。
(知的障害者平成15年度1名、平成19年度1名、平成22年度1名雇用)

○ 知 （知的障害者）市の非常勤職員として任用 平成20年度
上記臨時職員として一定の経験を経た者を対象に非常勤職員選考を実施している。博物館においてﾃﾞｰﾀ入力
等業務に従事する。
(知的障害者平成20年度1名任用)

○ 知 （知的障害者）市の職員として採用 平成20年度
特別支援学校高等部生徒に公共ｻｰﾋﾞｽの就労体験実習を実施し、その実習を受けた生徒に採用選考を実施し
た。文書行政課、教育総務課及び図書館で文書集配業務等に従事している。
(知的障害者平成20年度1名、平成21年度1名、平成22年度1名採用)

○ 精 （精神障害者）市の臨時職員として雇用 平成15年度
面接選考後、臨時職員として登録し、業務の必要性に応じ雇用する。仕事内容は事務補助。
(精神障害者平成22年度1名、平成23年度1名、平成24年度1名雇用、*多数のため、過去3ヶ年について記載)

○ 精 （精神障害者）市の非常勤職員として任用 平成20年度
上記臨時職員として一定の経験を経た者を対象に非常勤職員選考を実施した。障害者更生相談所や博物館、
図書館において、障害者手帳交付やﾃﾞｰﾀ入力等の業務に従事する。
(精神障害者平成20年度1名、平成22年度2名、平成23年度2名任用)

○ 身 （身体障害者）市の非常勤職員として任用 平成15年度

従来より身体に障害のある人を一般の選考の中で任用してきたが、平成15年度から別枠で任用選考を開始し
た。情報政策課、図書館、博物館、美術館、区役所各課、教育委員会各課、小中学校などでの業務に従事す
る。
(身体障害者平成22年度6名、平成23年度8名、平成24年度10名任用*多数のため、過去3ヶ年について記載)

○ 身 （身体障害者）市の職員として採用 平成19年度

従来より身体に障害のある人については受験資格の年齢要件を緩和して実施していたが、平成19年度実施の
採用試験(人事委員会実施)からは別枠で募集を行った。一般行政職として採用するため、戸籍、住民登録など
の窓口業務をはじめ、企画、税務、福祉、都市計画など行政事務全般の仕事に従事する。
(身体障害者平成21年度1名、平成23年度1名、平成24年度1名採用*多数のため、過去3ヶ年について記載)

○ 身 身体障害者を対象とした職員の採用選考の実施 昭和54年度 身体障害者を対象とした職員(試験区分:事務)の採用選考を実施している。

○ 精 精神障害者の臨時職員としての雇用 平成17年度
精神保健福祉ｾﾝﾀｰで精神障害者を臨時職員1名を雇用
仕事内容は、統計資料の整理など事務補助

○ 知 知的障害者の嘱託職員としての雇用 平成19年度
平成24年4月現在、健康福祉局はじめ4局、9職場において11名(うち2名は重度知的障害者)を雇用(雇用期間3
年)。

○ 知 知的障害者を対象とした職員の採用選考の実施 平成20年度
知的障害者を対象とした職員(試験区分:労務職)の採用選考を実施
【採用】平成20年度(1名)平成21年度(2名)平成22年度(1名)平成23年度(1名)

○ 精 精神障害者の嘱託職員としての雇用 平成22年度 健康福祉局で精神障害者1名を嘱託職員として雇用(雇用期間3年)

浜松市

名古屋市

27



自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 身体障害者の市の職員としての雇用 平成15年度
身体障害者を対象とした採用試験を実施し、平成24年度は3名が合格した
仕事内容は一般事務職

◎

身
知
精
発

障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業 平成21年度
障害福祉施設等と連携し、障害のある方を対象に、京都市役所に職場実習の場を提供する
また、職場実習の受け入れによって得た経験をもとに、障害のある方を臨時的任用職員として採用し、企業等へ
の就労を目指したﾓﾃﾞﾙ事業とする

○ 知 知的障がい者短期受け入れプロジェクト 平成12年度
本市各部局において知的障がい者をｱﾙﾊﾞｲﾄとして2ヶ月間雇用している
知的障がい者の就労を支援するとともに、職員や来庁者の障がい者理解を深める機会を提供する
(平成23年度実績18名※知的障がい者に限らず、身体･精神障がい者も対象とした)

○ 知 知的障がい者長期受け入れプロジェクト 平成14年度
本市2局4部署において知的障がい者を1年間を基本として嘱託職員として雇用
ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁによるｻﾎﾟｰﾄを受けている(知的障がい者5名採用)

○ 身 身体障がい者の市の職員としての雇用 昭和57年度
本市の市役所･区役所等で従事する事務職員及び福祉職員を雇用
職務内容は、許認可事務･受付相談･文書作成等の一般行政事務、またはｹｰｽﾜｰｸ･生活指導･生活相談などの
業務(福祉職員)(障がい者雇用枠として身体障がい者263名採用)

○ 身 市職員（一般事務）としての雇用 昭和56年度
常勤職員として雇用。職種は一般事務。
(平成23年度採用試験実施、平成24年4月1日付採用身体障害者1名)

○ 知 短期臨時職員としての雇用 平成22年度

就労経験の少ない方へ本市における就労機会を提供するとともに、市全体が障害者への理解を深めることを目
的として短期臨時職員としての受入れを実施する。
平成22年度に1日6時間、週3日勤務の条件でﾊﾟｿｺﾝを使った業務(ｽｷｬﾅでの読み取り作業)で2名、図書館での
返却図書の整理等業務で1名の受け入れを行った。
今年度、その実績を踏まえ、受け入れ職場を拡大して実施する予定。

○ 身 市の職員としての雇用 昭和48年度 不特定の職場で様々な職務に就業(介助者なし)

○
知
精
発

障害者トライアル実習 平成20年度
一般就労の拡大を図るため、障害福祉施設等を利用している障害者に対し、神戸市役所内において事務補助
等の短期間の実習機会を設けることで、就労体験の場として活用を図る。
(平成23年度:知的障害者6名、精神障害者2名、発達障害者1名受入)

◎ 知 知的障害者訓練雇用事業 平成22年度

神戸市役所内において、障害者就労推進ｾﾝﾀｰなどの関係機関と連携した支援のもと、一般就労につなげる事
を目的として、6ヶ月間訓練的に事務補助等の業務を行う。
･業務内容事務補助(例:ｺﾋﾟｰ、文書の収受発送、簡単なﾊﾟｿｺﾝ操作)等
･雇用期間6か月間
･勤務時間1日6時間/週4日
･受入人数知的障害者1名

堺市

京都市

大阪市

神戸市
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○ 身 （身体障害者の）市の正規職員として採用 - 一般行政職(事務)･通常通り･特に無し･(身体障害者選考)採用･2人

○ 身
（身体障害者の）市の任期付短時間勤務職員とし
て採用

-
一般行政職(事務)･週4日又は5日(週30H)、勤務時間1日7.5時間又は6時間･特に無し･(身体障害者選考)採用･4
人

○ 身 身体障害者の市職員としての雇用 昭和55年度
身体障害者を対象とした採用選考を実施し、市長事務部局、水道局、教育委員会等において職員として雇用。
仕事内容は一般行政事務。平成20年度は4人、平成21年度は5人、平成22年度は5人、平成23年度は10人、平
成24年度は9人を採用。

○ 身 身体障害者の非常勤職員としての雇用 平成19年度
身体障害者を対象とした採用選考を実施し、市長事務部局において、非常勤職員(週28時間45分勤務)として雇
用。仕事内容は一般行政事務補助。平成19年度は5人、平成21年度は3人、平成22年度は10人、平成23年度は
14人、平成24年度は8人を採用。

◎
知
精

知的障害者及び精神障害者の非常勤職員として
の雇用

平成23年度

知的障害者及び精神障害者を対象とした採用選考試験を実施し、非常勤職員（週28時間45分勤務）として雇
用。チャレンジ雇用を実施し、3年間の雇用としている。（年度中途採用の場合、最終任用は採用年度を含めて３
回目の年度末までとしている。）
平成23年度は、市長事務部局において本庁ワークステーションにおける封入作業等の事務補助業務で知的障
害者3人及び精神障害者3人、平成24年度は欠員補充のため、知的障害者1人を採用。
また、教育委員会において、平成23年度は、学校敷地内及び周辺の清掃等の学校環境整備業務で知的障害者
3人、平成24年度は同業務で知的障害者3人を採用。

○
知
精

障害者の雇用促進事業 平成23年度
市長事務部局(区役所ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ)において封入作業等の事務補助業務で知的障害者及び精神障害者を臨時
職員として雇用するとともに、職場定着支援による支援を実施。

○
知
精

障害者の雇用促進事業 平成18年度
市の関係公益的法人等において、知的･精神障害者を臨時職員として雇用するとともに、職場定着支援による
支援を実施。

○ 身 身体障害者を対象とする職員採用選考の実施 平成9年度
平成9年度から、通常の競争試験とは別枠で、身体障害者を対象とする採用選考を実施している。業務の内容
については、障害の状況、その人の持つ能力等を判断して、適材適所の配置に努めている。

○ 知 嘱託員としての採用 平成19年度 嘱託員として、知的障害者を2名採用。仕事内容は、事務補助であり、勤務形態は、1日6時間(週30時間)。

岡山市

広島市

北九州市
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自治体名
法定
雇用

単独
採用

種別 事項 開始年度 仕事内容・勤務形態・支援内容等

○
身
知
精

障がい者インターンシップ事業 平成17年度
就職を目指している障がい者に本庁舎、区役所等を実習の場として提供。仕事内容は、受入所属と協議の上、
決定。本市の障がい者就労支援ｾﾝﾀｰのｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁによるｻﾎﾟｰﾄを受けている。

○ 身 身体障がい者を対象とする採用選考試験の実施 昭和61年度
身体障がい者を対象とした職員(試験区分:行政事務職、学校事務職(県費負担職員))の採用試験を実施してい
る。(平成24年度採用者数:行政事務職2人、学校事務職2人)
なお、平成19年度実施の採用試験から点字による受験(行政事務職のみ)を可能とした。

○ 知 （知的障がい者の）市の嘱託員としての雇用 平成17年度
知的障がい者を、公募による選考試験を実施の上、非常勤嘱託員として雇用している。
平成24年6月1日現在、16名任用。業務内容は、文書整理･図書整理･施設清掃等。

○
知
精

嘱託職員としての雇用 平成19年度 就労支援員の指導の下、市各部署において、事務補助業務に従事。平成24年度は6人(知:3人、精:3人)雇用。

○
身
知
精

職場実習の受入 平成19年度 市各部署にて、1週間程度を目安として受け入れ、事務補助業務に従事。例年6～10人程度。

○ 身 市職員としての雇用 平成10年度 身体障がい者を対象とした職員採用試験を実施し、市職員として採用(一般事務)毎年1～4人程度

熊本市

福岡市
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